
福岡県省エネルギー相談事業
（脱炭素社会推進費（中小企業支援））

省エネルギー・節電に関する相談窓口を開設しています。
必要に応じて専門家を現地に派遣します。

対象者

内　容

活用方法

省エネルギーの取組について相談したい

お問い合わせ先

〈エコ事業所応援事業のご紹介〉
福岡県では、省エネや省資源に取り組む「エコ事業所」を募集しています。
【エコ事業所のメリット】事業所の PR、競争入札参加資格審査での加点、低金利融資 等
詳しくは、「ふくおかエコライフ応援サイト」をご覧ください。
https://www.ecofukuoka.jp/

県内に事業所を有する企業・団体

省エネルギーや節電を検討している企業等からの相談窓口を開設しています。
必要に応じて専門家を現地に派遣し、設備の運用状況やエネルギーの使用状況等を確認・分析の

上、運用方法の改善や設備更新・導入、その効果等について、中立的に助言・提案します。活用可能
な助成制度等支援施策の情報提供も行います。
※ご利用は無料です。

相談申込書を窓口に送付ください。（電話・メールによる相談にも応じています。）
【窓　口】一般財団法人九州環境管理協会

TEL：092-674-2360　FAX：092-674-2361　E-mail：fccca@keea.or.jp
【申込書】福岡県ホームページからダウンロードできます。

URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syouenesodan.html
⇩

窓口から相談者に受付確認の連絡をします。
現地相談（専門家派遣）の必要がある場合、その日程等を調整します。

⇩
専門家による現地相談を行います。（２～３時間程度）
運用面・投資面での対策の要点をその場で助言します。

⇩
後日、改めて運用改善や設備投資についての回答書を交付します。（２～３週間後）

⇩
一旦の相談・回答後も、新たなあるいは関連する相談に随時対応します。
必要に応じて専門家を再度派遣します。

福岡県環境部環境保全課 地球温暖化対策係
〒８１２―８５７７ 福岡市博多区東公園７―７
TEL：０９２―６４３―３３５６ FAX：０９２―６４３―３８４９ e-mail：chikyu@pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syouenesodan.html

３Rの達人派遣事業（ごみ減量化促進対策事業）

廃棄物の減量を目的として、企業等が行う学習会や研修等に講師を派遣しています。廃棄物の減量により、社
会貢献する企業としてのイメージアップやごみ処理に要する経費の削減へ繋がっていくことも期待できます。

食品ロス削減マイスター派遣事業（食品ロス削減推進事業）

食品ロスの削減を目的として、企業等で開催される学習会や研修等に講師を派遣しています。企業等が行うフー
ドバンク・フードドライブ活動や従業員の方が家庭でできる食品ロス削減の取組について学ぶことができます。

対象者

内　容

活用方法

活用方法

対象者

内　容

廃棄物を減量したい

食品ロスを削減したい

お問い合わせ先

お問い合わせ先

福岡県環境部循環型社会推進課　リサイクル係
TEL：092-643-3372　E-mail：recycle@pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/meister-haken.html

企業、事業者、各種団体、学校等

知識や経験を有し、率先して３Ｒに取り組む人材を「３Ｒの達人」として登録し、各種団体・企業等
が実施するごみ減量に関する学習会、研修等に講師として派遣しています。講師への謝金及び旅費は
福岡県で負担します。
対象となる研修等は、主に一般廃棄物（事業系を含む）の削減を目的として、15名以上の参加が見
込めるものです。対象人数が15名未満の場合は御相談ください。

福岡県環境部循環型社会推進課　企画係
TEL：092-643-3371　E-mail：recycle@pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tatsujin.html

登録されている講師や申請様式など、詳しくは下記HPをご覧ください。

企業、事業者、各種団体、学校等

食品ロス削減に関して、専門的・実践的な内容を教えることができる人材を「食品ロス削減マイスタ
ー」として登録し、各種団体・企業等が実施する食品ロス削減に関する学習会、研修等に講師として
派遣しています。講師への謝金及び旅費は福岡県で負担します。
対象となる研修等は、食品ロス削減に関する知識や実践活動を普及する目的として開催されるもので
す。（概ね10名以上の参加を見込むもの）

申請様式や申し込み後の流れなど、詳しくは下記HPをご覧ください。
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